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ⅡⅡ．．事事業業活活動動事事項項

○○技技術術開開発発委委員員会会

１１．．事事業業活活動動項項目目

（１）木造軸組工法建築物の総合技術向上の研究

（２）建築基準法その他関係法令の改正に伴う技術成果物の制改定

（３）支部、関連団体等の外部委員会への支援活動

２２．．事事業業計計画画テテーーママ

（１）木造軸組工法による耐火構造等の研究

（２）木造軸組工法による省令準耐火構造（木住協仕様）の普及

（３）中大規模木造建築の検討

（４）木造住宅の長寿命化のための改修成功事例集の充実

（５）耐震診断プログラムの普及

（６）法令改正、社会的ニーズへの対応

（７）関連団体等の外部委員会活動及び支部への支援活動  
 
３３．．具具体体的的進進捗捗状状況況  
（（１１））木木造造軸軸組組工工法法にによよるる耐耐火火構構造造等等のの研研究究  

・「木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル」（１時間耐火構造）講習会を、東京、

大阪、名古屋にて合計１５回（内１回は Zoom によるＷｅｂ講習）開催した。令和２

年度の受講登録者は合計４１１名であった。（累計受講登録者数は１０，０１３名）  
・「木造軸組工法による耐火建築物設計マニュアル」（２時間耐火構造）講習会を、東京

にて合計３回開催した。令和２年度の受講登録者は合計５４名であった。（累計受講登

録者数は２７２名）  
・令和２年度の「木造耐火大臣認定書」（写し）（１時間耐火構造）の発行件数は２７０

件であった。（累計発行件数は３，７４０件）  
なお、２時間耐火構造の認定書（写）の発行は１件であった。  

・「木造の可能性＜木造による耐火建築物・中大規模建築物＞」講演会を、東京、大阪、

名古屋にて合計７回開催した。令和２年度の受講者は合計２６名であった。  
・高度な準耐火構造に係る開発テーマ及び仕様の検討を行い、７５分準耐火構造の間仕

切壁と外壁の性能評価試験をハウスプラス確認検査（株）にて行った。間仕切壁につ

いては令和３年３月１６日に大臣認定を取得し、モルタル外壁については令和３年３

月３１日に大臣認定を申請した。  
・木造軸組工法による耐火建築物の実例を追加募集し、実例集として取り纏め、１０月

にホームページに公開した。（実例３４件を掲載）  
 

（（２２））木木造造軸軸組組工工法法にによよるる省省令令準準耐耐火火構構造造（（木木住住協協仕仕様様））のの普普及及  
・「木造軸組工法による省令準耐火構造の特記仕様書（木住協仕様）」の令和２年度の頒

布数は２２，８００部であった。（累計頒布数は２８９，５８０部）  
・「省令準耐火構造（木住協仕様）マニュアル」講習会（研修部主催）を、合計１４回実

施した。令和２年度の受講者は合計２４５名であった。  
・省令準耐火構造（木住協仕様）の床直下の天井に求められる各室区画やファイヤース

トップの軽減仕様について検討し、性能確認試験を行った。  
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（（３３））中中大大規規模模木木造造建建築築のの検検討討  
・真壁５倍耐力壁の開発を行い、（一財）ベターリビングにて性能評価試験を実施し、令

和２年７月１７日に壁倍率４．８倍の大臣認定を取得した。

・（一財）ベターリビングにて木質構造評定を取得した相当倍率７．５倍から１９．２倍

の高耐力耐力壁及び、大臣認定を取得した真壁５倍耐力壁の詳細やこれらを用いた設

計方法について、「木造軸組工法による高耐力耐力壁（木住協仕様）活用マニュアル」

を令和２年７月に発刊した。

・木造軸組工法による高耐力耐力壁（木住協仕様）マニュアル講習会を東京、大阪、名

古屋にて各１回、Ｗｅｂ講習を３回開催した。受講登録者は合計１８７名であった。

・木造軸組工法による非住宅中大規模木造建築物の普及向け、設計資料を取り纏めるこ

ととし、令和２年度より２ヶ年計画で中大規模木造建築物のモデル検討を行い、令和

２年度は「純木造３階建て事務所建築」について、構造計画や準耐火性能をふまえた

各部仕様、設備計画、耐久性等計画並びに、木造架構の計画や加工、供給等を分担す

るファブリケータの役割等を整理し、「中大規模木造の検討（２０２０年度）こうすれ

ばできる 木造３階建て事務所建築」としてまとめた。

・令和元年度に発刊した「中大規模木造建築物設計資料 複合型保育所の計画 」を解説

する講習会を東京、大阪で各１回開催した。受講者は合計４０名であった。

 
（（４４））木木造造住住宅宅のの長長寿寿命命化化ののたためめのの改改修修成成功功事事例例集集のの発発行行  

・令和２年度も住宅取得者や会員企業を対象とする改修事例の情報発信を目的に、改修

実例を募集した。実例１９点と技術提案１点の応募があり、グッドリフォーム事例集

を発行するとともに、当協会ホームページにスライドショー及びＰＤＦ形式のＷｅｂ

ブックによるリフォーム成功事例を公開した。

 
（（５５））耐耐震震診診断断ププロロググララムムのの普普及及 

・耐震診断プログラム（木住協仕様）の令和２年度の頒布数は２５本であった。  
（累計頒布数は２７４本）  
 

（（６６））法法令令改改正正、、社社会会的的ニニーーズズ等等へへのの対対応応  
・改正建築物省エネ法の施行にあたり、改正法の概要や小規模住宅・建築物に対する説

明義務制度への対応、省エネ性能に係る検討方法や戸建て住宅の基準適合に関する試

算及び「ＺＥＨ仕様レベル」での試算等を整理し、「建築物省エネ法の解説～戸建て住

宅の説明義務制度への対応～」を令和３年３月に発刊した。  
・改正建築物省エネ法が令和３年４月１日の全面施行を踏まえ、「建築物省エネ法の解

説」をテキストにして、「建築物省エネ法改正の解説～戸建て住宅の説明義務制度への

対応～」講習会を令和３年３月２５日に対面講習とＷｅｂ講習を同時開催した。受講

者は２０名であった。  
・平成２６年に空家等対策推進特別措置法が制定され、空き家問題が顕在化するなか、

総務省の住宅・土地統計調査による「空き家」の実態を把握し、かつ、国や各自治体

などによる空き家対策等について整理し、活用された実例を紹介するなど、木造住宅

の「空き家」等の課題､取組み方を整理して、「木造住宅の空き家の利活用」としてま

とめた。 
・技術開発委員会として以下の講演会を実施した。  

令和２年６月８日、東京大学 前准教授による講演会  
「住宅の省エネ性能と居住環境・健康について」（３４名受講）
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（（７７））関関連連団団体体等等のの外外部部委委員員会会及及びび支支部部へへのの支支援援活活動動   
・（公財）日本住宅・木材技術センターの「木造軸組工法による中大規模木造建築物の設

計指針編集委員会」「木造軸組工法による中大規模木造建築物の防耐火設計の手引き検

討委員会」「中大規模木造建築物耐久性向上のための設計・施工マニュアル編集委員会」

等に参画した。

・（一社）木を活かす建築推進協議会の「非住宅・中大規模木造建築用の高倍率、高階高

耐力壁及び接合金物及び高性能防火壁の開発検討」事業に参画し、高耐力耐力壁や接

合金物の開発に加え、７５分準耐火構造の外壁及び間仕切壁の仕様開発を行った。

・ＮＰＯ法人建築技術支援協会の「準耐火建築における新たな防火設備（外部開口部）

仕様の研究開発」事業に参画し、４５分以上の防火性能を有する木製サッシの研究開

発を行った。

・その他、関連団体等の各種委員会への参画と情報収集を行うとともに、木造軸組工法

に係る合理的な基準整備への提案、不利益の排除及び要望等を行った。

○○生生産産技技術術委委員員会会

１１．．事事業業活活動動項項目目

（１）リフォームの活性化に向けた安心Ｒ住宅制度認定への取組みと「既存住宅状況調査

技術者講習」の実施

（２）技能者不足対応策の研究・検討と生産技術の向上

（３）建築現場等での労働災害防止､安全管理、ＣＳの推進

（４）建設副産物の適正処理に関する調査研究及び情報発信

（５）関連団体等の外部委員会及び支部への支援活動

２２ 事事業業計計画画テテーーママ

１）リフォーム関連

①リフォーム関連団体と情報交換と発信
②リフォーム関係制度の調査・研究
③木住協リフォーム支援制度の普及とＨＰリニューアルに伴う支援制度の再構築
④既存住宅状況調査技術者講習（新規・更新）の実施及び更新講習のＷＥＢ化
⑤既存住宅の耐震・省エネ・長期優良住宅化改修等の調査・研究・特許工法の普及
⑥安心Ｒ住宅制度を活用した、既存住宅流通の促進とリフォーム工事の活性化

（２）生産管理関連
①「技能者不足対策」の具体的展開・教育・訓練の実施
②「木造軸組工法住宅施工管理チェックポイントマニュアル」を活用したセミナーの

開催
③「木造住宅・都市木造建築物における生産体制整備事業」参画と実施
④建築大工能力評価及び登録建築大工基幹技能者講習の実施
⑤建設キャリアアップシステムを活用した技能者の処遇改善と能力評価の実施に向けた

取り組み
⑥特定技能建築大工推進協議会の運営と外国人技能者受入れに伴う海外試験制度の検討

（３）安全衛生･ＣＳ関連

①現場監督の安全知識と現場管理能力を向上させるため「安全管理実務マニュアル」
の改訂とマニュアルを活用したセミナーの企画
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（４）建設副産物関連

①３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の事例研究

②産業廃棄物処理関係情報の情報収集・研究

③コンプライアンスに関するＱ＆Ａ情報発信

④産業廃棄物の基本と石綿に関する法改正についてのオンラインセミナーの開催

（５）その他委員会活動

①各種セミナー、講習会、シンポジウム等の情報発信

②外部委員会、勉強会、シンポジウム等への参加及び意見交換

３３．．具具体体的的進進捗捗状状況況

（（１１））リリフフォォーームム関関連連

①「既存住宅状況調査技術者」の育成として、「既存住宅状況調査技術者講習」（新規・

更新）を全国で計１４回開催した。

また、新型コロナウイルスの感染防止に伴い、１２月から更新講習のみＷＥＢ講習

を導入し、１２月から３月のＷＥＢ更新受講者は２００名となった。対面講習と合

わせ今年度の受講者は新規９８名、更新受講者は３９２名、合計４９０名となった。

②「安心Ｒ住宅」の特定既存住宅情報提供事業者団体登録を受け、標章使用規程や各

種運用資料を作成し、良質な既存住宅の流通促進に取り組む。

（（２２））生生産産管管理理関関連連

①技能者不足対策の具体的展開として、富士教育訓練センターにて、木造大工及び工

事管理者初級 木住協推奨コース ：令和２年１２月７日から１２月２４日の延

べ訓練日数１５日間、訓練時限数１１１時限で実施し、受講修了者は７名。

②「地域性を踏まえた木造軸組大工技能の短期集合型講習事業」の採択を受け、静岡

県支部の協力のもとポリテクセンター静岡にて技能講習を実施。３月１５日から３

月１９日の延べ５日間の技能実習を行い、参加受講者は４名だった。

③「木造軸組工法住宅 施工管理チェックポイントマニュアル」を活用したセミナーを

実施。

全国５会場（大阪１０名、名古屋２３名、福岡２０名、東京３１名、横浜２６名）

で開催し受講者合計１１０名。

④建設キャリアアップシステムの普及啓発と共に、建築大工の能力評価実施団体及び

基幹技能者講習実施団体の登録を受け、建築大工の処遇改善策に取り組む。

⑤特定技能建築大工推進協議会に参加し各種制度設計に関わり、建築大工関係６団体

と連携し、建築大工の特定技能外国人の受入れ体制を整備した。

（（３３））安安全全衛衛生生・・ＣＣＳＳ関関連連

①「安全管理実務マニュアル」の改訂作業を行った。講習実施の計画であったが緊急

事態宣言の影響で延期し、オンライン講習の開催へ変更中

（（４４））建建設設副副産産物物関関連連

①「産業廃棄物の適正処理のポイント」改訂作業とオンラインセミナーの実施

１月１８日、２０日、２２日、２３日の４回開催。参加受講者は合計３７名

「よく理解できた」及び「理解できた」と回答頂いた方は９６％
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（（５５））委委員員会会活活動動

①委員会開催

ア）生産技術委員会：計５回開催（Zoom 併用）

リフォームＷＧ９回、生産管理ＷＧ７回、安全衛生･ＣＳＷＧ７回、建設副産物

ＷＧ４回開催

イ）既存住宅状況調査合否委員会：計７回開催（メールによる書面開催）

②外部委員会、勉強会への参加及び情報発信

ア）工事ＣＳ・安全委員会（（一社）住宅生産団体連合会）

イ）環境委員会 （（一社）住宅生産団体連合会）

ウ）技能者問題委員会（（一社）住宅生産団体連合会）

エ）住宅ストック研究会及び委員会（（一社）住宅生産団体連合会）

オ）新事業モデルＷＧ（ 一社 住宅リフォーム推進協議会）

カ）軸組作業時における墜落・転落災害防止対策専門部会

（建設業労働災害防止協会）

キ）建築大工技能者等検討会（（一社）木を活かす建築推進協議会）

ク）登録建築大工基幹技能者講習の試験委員会・運営委員会

（（一社）木を活かす建築推進協議会）

ケ）防除技術委員会（（公社）日本しろあり対策協会）

コ）現場施工型優良断熱施工システム認定審査準備委員会

（ 一財 建築環境・省エネルギー機構（ＩＢＥＣ）

サ）木造建築小委員会（（公社）日本建築積算協会）

シ）特定技能建築大工推進協議会（建築大工関係６団体）

  
○○資資材材・・流流通通委委員員会会   

当委員会は、優良な木造軸組工法住宅の供給促進を図るべく、快適な住生活、住環境

に適した良質な資材の普及のための活動を行っている。令和２年度は以下のテーマにつ

いて活動を行った。  
 
１１．．事事業業計計画画テテーーママ  
（１）「住まいのトレンドセミナー」の開催による情報提供  
（２）木造建築、建築資材製造工場等の視察  
（３）「Select the Best 住まいのトレンド商品」と  

「Select the Best 商品開発の軌跡」の発行及びホームページでの公開  
（４）資産価値のある高耐久住宅研究ワーキング  
（５）その他  

 
２２．．具具体体的的進進捗捗状状況況  
（（１１））「「住住ままいいののトトレレンンドドセセミミナナーー」」のの開開催催にによよるる情情報報提提供供   

第１回『２０２０年度 木造住宅・建築物の振興策』

講師：国土交通省 住宅局住宅生産課 木造住宅振興室 遠山 明氏

『トラック運送業界の現状と課題』

講師：国土交通省 自動車局 貨物課 課長 伊地知 秀己氏

第２回『建築物における木材利用の現状と施策』

講師：林野庁林政部木材利用課公共物促進班 課長補佐 小木曽 純子氏

『科学的に見た木の良さ～木材・木質空間が人に与える影響』
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講師：東京大学大学院 農学生命科学研究科 生物材料科学専攻

材料・住化学講座 木材物理学研究准教授 恒次 祐子氏

第３回『長期優良住宅制度普及促進に向けた取組みの方向性』

講師：（一財）ベターリビング 住宅・評価センター 認定・評価部長

齋藤 卓三氏

第４回『メンブレン防水について』

講師：千葉工業大学 創造工学部 建築学科 准教授 石原 沙織氏

第５回『木材と木質材料 これまでと今後』

講師：秋田県立大学 木材高度加工研究所 教授 中村 昇 氏

（（２２））見見学学会会のの開開催催  
「日本が世界に誇る 防災地下神殿 首都圏外郭放水路」を視察（１２月）  

参加者 ２２名 

（（３３））「「SSeelleecctt  tthhee  BBeesstt」」のの発発刊刊（（３３回回／／年年））

・「Select the Best 住まいのトレンド商品」として、vol.４８（６月）、  
vol.５０（１２月）を発刊 

・「Select the Best 商品開発の軌跡」として、vol.４９（９月）を発刊  
vol.５１（３月）は新型コロナウイルス感染拡大の影響で発刊を延期した。  

  
（（４４））「「資資産産価価値値ののああるる高高耐耐久久住住宅宅研研究究ワワーーキキンンググググルルーーププ」」  

  ワーキング：第１回令和２年６月２３日開催  
 第２回令和２年１１月５日開催  

 幹事会：第１回令和２年５月２０日、第２回令和２年６月９日、  
第３回令和２年９月２９日、第４回令和３年１月２６日  
第５回令和３年２月１９日開催  

  幹事メンバーによる住宅会社ヒアリングの実施   
 令和２年１２月１５日、１７日、１８日 住宅会社７社のヒアリング   

  
  
○○業業務務・・広広報報委委員員会会   

当委員会は、次にあげる事業計画テーマを中心に活動を行った。   
＜＜業業務務・・広広報報部部＞＞  

１１．．事事業業計計画画テテーーママ  
（１）自主統計および着工統計の分析  
（２）広報活動  
（３）作文コンクール  
（４）機関誌「木芽」の発行  

 
２２．．具具体体的的進進捗捗状状況況  
（（１１））自自主主統統計計おおよよびび着着工工統統計計のの分分析析  

令和元年度の会員の着工数を国土交通省の着工統計と比較して各種分析を行った。

５月７日から７月１０日までアンケート形式で調査を実施し、３５８社から回答をい

ただいた。回収率は７６．２％であった。  
国土交通省の全国集計では、令和元年度の新設住宅着工戸数は８８３，６８７戸（前
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年比７．３％減）。このうち戸建て住宅は５１８，８９０戸（前年比３．５％減）、木

造戸建て住宅は４５９，４２５戸（前年比２．１％減）となった。  
これに対し、木住協１種会員（住宅供給会員）の着工戸数は８６，０３１戸（前年

比３．０％減）、うち木造戸建て住宅は８１，２１６戸（前年比２．９％減）で、木造

戸建住宅に占める木住協シェアも１７．７％で、前年度の１７．６％と同程度となっ

た。 
また、住宅の質の向上についての調査項目では、設計性能評価住宅が１９，７１０

戸、建設性能評価住宅が１４，９９１戸と木住協新築戸建住宅に占める割合で、「設

計」２４．３％、「建設」１８．５％と全国割合「設計」２４．９％、「建設」

２０．４％とほぼ同程度であった。長期優良住宅は３０，９３８戸と木住協戸建住宅

に占める割合が３８．１％となり、これは全国割合２３．２％を大きく上回る結果と

なった。 
この調査内容を報告書にまとめ、８月に報告会を行うとともに、正会員各社、国土

交通省および報道各社に送付した。  
  
（（２２））広広報報活活動動  

①マスメディアリリース  
本年度は、５月の定時総会、８月の自主統計分析報告会、１０月の作文コンクー

ル表彰式、１月の木造ハウジングコーディネーター優秀者表彰式の際に記者発表を

行った。定時総会では書面メール、その他はオンライン発表とした。  
なお、記者発表後の懇談会はいずれも中止とした。 

②ホームページとメールマガジン  
木住協ホームページを令和２年５月にリニューアルし、スマホ対応・ＲＣＭＳ導

入・ナビゲーションの設置、新規入会会社への訴求等、より使いやすく分かりやす

いサイトにした。  
また、メールマガジン（「木住協からのお知らせ」）にて、協会からのお知らせや、

国土交通省などの行政機関・（一社）住宅生産団体連合会など関係団体からの最新情

報をタイムリーに提供した。今年度の読者数は、１，７６０アドレス程度で遷移し、

発信回数は、７７回となった。  
③宣伝活動 

協会活動の広告を会員企業や関係先の購読率を意識しながら、業界紙・専門雑誌

を中心として、１３紙に５１回出稿した。それ以外に、当協会に関する記事は１６

紙に８１回掲載された。 
 

（（３３））作作文文ココンンククーールル  
木造軸組工法住宅の更なる普及と啓発のため、１０月１８日を「木造住宅の日」と

定め、全国小学校及び特別支援学校、海外日本人学校の児童を対象とした第２３回「木

のあるくらし」作文コンクールを実施した。後援は、国土交通省、文部科学省、農林

水産省、環境省、外務省、住宅金融支援機構、朝日学生新聞社よりいただけた。 
海外３か国３校の日本人学校を含む６７１校から応募が寄せられ、応募作品は

３，６７４点となった。 
 

①広報活動 
朝日小学生新聞、教育新聞、住宅関連業界紙に募集広告掲載を行い、ポスター、

チラシを全国小学校、特別支援学校約２０，０００校、教育委員会、教育センター

約２，０００ヵ所に配布した。海外日本人学校へは新型コロナ感染症拡大の影響で
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郵送での案内送付は今回できず、過去に応募をいただいた日本人学校にメールにて

募集を呼びかけた。加えて当協会ホームページにも応募要領を掲載し、幅広く応募

を呼びかけた。  
②表彰式 

６名の審査員により、国土交通大臣賞、文部科学大臣賞、農林水産大臣賞、環境

大臣賞、外務大臣賞、住宅金融支援機構理事長賞、日本木造住宅産業協会会長賞、

朝日小学生新聞賞、団体賞、および佳作を選定、加えて協会各支部によるブロック

賞を９賞選定し、１０月２４日（土）に初のオンラインによる表彰式を開催した。  
③入選作品集の作成と参加賞  

入選作品集を作成し、受賞者の学校へ送付した。また、参加賞（かわくと木にな

る粘土）を応募した児童全員に送付した。  
 

（（４４））機機関関誌誌「「木木芽芽」」のの発発行行  
新型コロナ感染症の影響で取材活動が困難となり、年４回発刊のところ、年２回（春

夏合併号８月、新春号１月）の発刊となり、会員各社および省庁、専門紙に配付した。  
定時総会開催、各委員会事業計画、新春座談会、年頭所感、作文コンクール表彰式

などの特集と定番連載の「日本の世界遺産探訪」、「木の匠」の他、会員企業のトピッ

クスや支部活動報告を加えて誌面の充実を図った。  
 

＜＜研研修修部部＞＞  
１１．．事事業業計計画画テテーーママ  
（１）木造ハウジングコーディネーター（木造ＨＣ）資格制度の推進

（２）「住宅と税金（税制ガイドブック）」の改訂と販売

（３）省令準耐火特記仕様書（木住協仕様）講習会の開催、「特記仕様書」の販売

（４）スピードスケッチセミナーの開催

（５）木造軸組工法住宅の基礎知識講習の開催  

２２．．具具体体的的進進捗捗状状況況  
（（１１））木木造造ハハウウジジンンググココーーデディィネネーータターー（（木木造造ＨＨＣＣ））資資格格制制度度のの推推進進

・木造ＨＣ資格制度は、住宅営業職・設計職を育成する目的として、今年度で創  
設以来２０回を迎えた。 

・講習会：ＷＥＢに切り替え実施  
・講習日：１０月８日から１１月１６日の期間、連続７日間配信を５回実施  

講師：６名（営業編３名、技術編３名）  
受講者：２１８名  

・資格試験日：９５ヶ所のテストセンターにて、１２月３日にデジタル試験を実施。  
受験者：４３２名  
合格者：３３２名、木造ＨＣ合格者の累計は５，９８１名となった。  

・表彰式（上位５名）及び記者発表を１月１３日にオンラインにて行った。  
・更新講習は、１月２０日から３月１日の期間実施し、修了者は３４２名であった。  

現有効資格者数は２，３９５名となった。

（（２２））「「住住宅宅とと税税金金（（税税制制ガガイイドドブブッックク））」」のの改改訂訂とと販販売売

・（一社）住宅生産団体連合会との共同編集により税制冊子「住宅と税金」作成し、

１８，８８１部を販売した。

・会員会社向けに、住宅税制改正セミナー（講師：顧問税理士下平達夫氏）を６月
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ホームページにて YouTube 動画配信し、会員に税制理解を深めてもらうことに努め

た。 
 

（（３３））省省令令準準耐耐火火特特記記仕仕様様書書（（木木住住協協仕仕様様））講講習習会会のの開開催催

・東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・岡山・熊本にて、定期講習会を１４回実

施、１月から４回 によるオンライン講習会を行い、参加実績者総数は計２４５

名、特記仕様書は２２，８００部を販売した。

（（４４））ススピピーードドススケケッッチチセセミミナナーーのの開開催催  
・住宅営業担当が、商談の場面でお客様の住まいの夢やイメージを、手描きスケッチ

でスピーディーに表現できることを目的に開催しており、好評を得ている。  
・住空間デザイナーの長谷川矩祥氏を講師に招き、静岡県支部主催にて７月に３会場

で実施し、延べ１８名の参加者があった。

  
（（５５））木木造造軸軸組組工工法法住住宅宅のの基基礎礎知知識識講講習習のの開開催催   

・本講習は、学卒・新入社員の住宅営業担当者向けに、無料で実施し、住宅営業に必  
要な知識として、木の家の良さ・施工の流れ・商談の進め方・省エネ住宅等につい  
て解説した。金沢３５名、福井３０名、オンライン１回２０名、延べ８５名受講が  
あった。 
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○○認認定定事事業業推推進進委委員員会会  

１１．．事事業業活活動動項項目目  
（１）「木優住宅」取扱事業運営  
（２）「木優住宅」の瑕疵保証事故の抑制  
（３）木造軸組工法住宅の管理体制の向上  
（４）「木住協保険」取扱い事業運営  
（５）住宅瑕疵担保履行法の対応  
（６）その他  
  
２２．．事事業業計計画画テテーーママのの進進捗捗状状況況   
（（１１））『『木木優優住住宅宅』』取取扱扱事事業業運運営営

（表－１）  
令和２年度の木優住宅の登録実績戸数は２０，７６８戸となり、

新型コロナウイルスの影響があったが、目標の２０ ０００戸を

超えることができた。内訳は、住宅保証機構 株 「まもりすまい

保険」が９，７６１戸、他の指定保険法人４社（（株）住宅あん

しん保証、（株）日本住宅保証検査機構（ＪＩＯ）、ハウスプラス

住宅保証（株）、（株）ハウスジーメン）で計１１，００７戸であ

った（表－１）。

また、月例の木造住宅検査員講習会（対面）は、緊急事態宣言

下開催を自粛し、解除後６月から１１月まで延べ７回開催し、

新規４１名、更新９名、合計５０名が受講した。また、今年度は

新規も更新と同様にＷＥＢ化に完全移行し、２月、３月の新規

ＷＥＢ受講者は２１名、更新ＷＥＢ更新は１４８名が更新し、合

計２１９名となった。

令和２年度末の登録者総数は６６３名となった（表－２）。

（表－２）

年 度 木優住宅（戸）

昭和

６３年

１５８，１３０～

平成

１５年

１６年 １３,３４４ 
１７年 １０,２７１ 
１８年 ９,０３３ 
１９年 ８,６６５ 
２０年 ８,４９９ 
２１年 １５，１９４  
２２年 １９，５５７  
２３年 ２０，８０４  
２４年 ２２，１８２

２５年 ２４，１１３

２６年 １９，０５５

２７年 １９，３０２

２８年 ２１，２３４

２９年 ２１，４５１

３０年 ２２，７６７

令和元年 ２２，４０４

令和２年度 ２０，７６８

合合 計計 ４４５５６６，，７７８８５５

木造住宅検査員講習会 実施回数

令和２年度 ７回

木造住宅検査員 登録者数

平成３０年度末 登録数 ７７２名

令和２年度 対面講習（更新、新規）

登録者数
５０名

令和２年度 新規ＷＥＢ講習（２月、３月）

登録者数
２１名

令和２年度 ＷＥＢ講習（更新）

登録者数
１４８名

令和２年度 未更新 △３２８名

令和２年度末 登録者数合計 ６６６６３３名名
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（（２２））『『木木優優住住宅宅』』のの瑕瑕疵疵保保証証事事故故のの抑抑制制

今年度は、住宅保険事故の中で雨漏れ事故が９割を超える事に着目し、いくつかのセ

ミナーを開催した。雨漏れ事故の原因として、小屋裏や、壁体内の結露に起因する事故

も起きている。結露が起因する事故は、住宅瑕疵担保保険では免責であるため、結露対

策は雨漏り以上に設計段階・施工段階における配慮が必要と考え、住宅の耐久性に大き

な影響を及ぼすこれらの事故の防止に役立ていただくため、住宅の長寿命化のための

「漏水及び結露対策のための施工のポイントセミナー」を住宅保証機構 株 、日本住環

境 株 と共催のもと、２月３日富山会場にて開催し、受講者６３名であった。

次に、「木造住宅の雨漏り事故から学ぶ事故原因と対策セミナー」として、雨漏り診

断士である第一浜名建装を講師に、現場調査～補修工事方法～事故原因究明までを紹介。

併せて、 株 住宅保証検査機構より、雨漏り事故を未然に防ぐ安全・確実な施工方法の

解説をした。このセミナーは１１月２日～１１月１６日にYou Tube動画配信を行い、視

聴受講者は８６名であった。

また、「雨漏り・壁体内結露から住宅を守るセミナー」を住宅保証機構 株 、（一社）

住まいの屋根換気壁通気研究会と共催し、１０月２８日新潟会場にて開催し、受講者

４４名。１２月２日金沢会場で開催し、受講者３５名であった。

（（３３））木木造造軸軸組組工工法法住住宅宅のの管管理理体体制制のの向向上上

認定事業推進委員会では、木優住宅の品質管理の一環として木造住宅検査員監査を実

施しているが、昨年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により１８社（検査員１８

名）のうち２社の実施で終わったため、今年度は残る１６社（検査員１６名）の監査を

訪問から書面に切替え実施した。

（（４４））「「木木住住協協総総合合補補償償制制度度」」のの取取扱扱いい

『木住協総合補償制度』は、工事総合保険、ビジネスＪネクスト、サイバーリスク・

情報漏えい総合補償プランの取扱いをしている。平成２３年に発足して１１年度目とな

り、木住協会員のスケールメリットを活かし割安な保険料を実現化した事により、多く

の会員に安定的に加入いただき、令和２年度は１０月、１月の２回に分け募集を行い

７１社（解約５社、新規４社）の加入となった。

また、今年度は新たに、 株 住宅あんしん保証の商品「あんしんとくとく倶楽部」の

販売を始めた。

（（５５））住住宅宅瑕瑕疵疵担担保保履履行行法法のの対対応応

押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

（令和２年国土交通省令第９８号）が令和２年１２月２３日に公布され、令和３年１月

１日から施行された。

この押印見直し省令により、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第４

条又は第１２条の規定に基づく基準日の届出等の様式についても押印を要しないこと

とされたことから、木住協会員に対し木住協ＨＰ及びメルマガ等で周知を図った。

（（６６））そそのの他他

令和２年度は、以下のセミナーを開催した。

・９月３日に、「アナログな住宅業界を変える“今こそ求められる業務見直し。いざ、オ
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ンライン化へ！」セミナーを開催した。

・株式会社Ｅ－ＳＴＡＭＰによる「紙文化からの脱却、契約書の電子化！」、株式会社

エー・エス・ディによる「現場の課題をオンラインで解決！」、ｉＹｅｌｌ株式会社に

よる「煩雑な住宅ローン業務をオンラインで完結！」オンライン受講者６５名となっ

た。

１１月１１日に、電子契約化への法的アプローチについて分かりやすく解説する『電

子契約化セミナー』を開催した。

・匠総合法律事務所 秋野 卓生 弁護士による、「建設業法の課題と実務対応電子契約

化への法的アプローチ」（・契約を電子契約化することのメリット・電子契約による締

結が可能な契約形態・民法改正による請負契約成立時期への影響・タブレット上サイ

ンと請負契約・電子契約・電子決済システムの導入・運用費用の負担と建設業法・建

設業法上の書面保管と電子化）。

・株式会社ダンドリワークスによる「現場管理のメニューノーマルを見据えたダンドリ

ワーク活用法」、株式会社Ｅ－ＳＴＡＭＰによる、電子契約で脱ハンコ・業務効率化・

コスト削減を実現の解説を、東京会場とオンラインセミナーを同時開催し東京会場の

受講者２６名、オンライン受講者３０、計５６名となった。

月２０日に、同セミナーをオンラインのみ開催し受講者４０名となった。

・３月２３日に、「建設業のＤＸによる業務効率化セミナー」生産性向上や非常事態への

備えとしての電子契約や、施工管理システムなど建設業でＤＸ化にシフトする上での

法的解釈、実務運用について解説セミナーを開催した。

・「電子契約・電子サイン・ＩＴ説明を徹底的に使いこなすための基本的な法律知識」を

匠総合法律事務所 秋野 卓生 弁護士、「電子契約で脱ハンコ・業務効率化・コスト削

減を実現」を株式会社Ｅ－ＳＴＡＭＰ、「現場管理のニューノーマルを見据えたダンド

リワーク活用法」を株式会社ダンドリワークスにて講演を行った。東京会場とオンラ

インセミナーを同時開催し東京会場の受講者１０名、オンライン受講者４５名、計

５５名となった。

 
 

○○特特命命担担当当

事事業業計計画画テテーーママのの進進捗捗状状況況

（（１１））長長期期優優良良住住宅宅対対応応事事業業

長期優良住宅先導事業において採択された、合計２２８戸の履歴管理を引き続き

行った。

（（２２））応応急急仮仮設設住住宅宅建建設設にに係係るる検検討討

木造応急仮設住宅検討ＷＧ

『木住協応急仮設住宅供給対応マニュアル』を発刊し、全会員に配布した。

各県との締結及び協議等の状況は以下のとおり

＜締結済み状況＞

２０１３年 ４月 ９日 静岡県、 ２０１８年 ２月１４日 福岡県

２０１８年 ３月１９日 熊本県、 ２０１８年 ５月 ９日 和歌山県

２０１８年 ５月２４日 神奈川県、２０１８年１２月 ３日 山形県

２０１９年 ２月２８日 大阪府、 ２０１９年 ３月２６日 愛媛県

２０１９年 ４月１７日 岐阜県、 ２０１９年 ５月１６日 徳島県
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２０１９年 ６月 ４日 高知県、 ２０１９年 ６月２５日 香川県

２０１９年１０月 １日 三重県、 ２０１９年１０月１７日 東京都

２０１９年１２月１０日 佐賀県、 ２０２０年 ２月２８日 長崎県

２０２０年 ３月１９日 愛知県

＜各県との協議状況＞

・締結済み都道府県を訪問し、マニュアル配布及び内容説明を行った。

２０２０年 ６月２５日 愛媛県、２０２０年 ７月１３日 熊本県

２０２０年 ７月１４日 三重県、２０２０年 ７月２０日 愛知県･岐阜県

２０２０年 ９月１８日 山形県、２０２０年 ９月２８日 徳島県･香川県

２０２０年 ９月２９日 高知県、２０２０年１０月２３日 大阪府

２０２０年１０月２７日 福岡県、２０２０年１１月２７日 佐賀県･長崎県

２０２０年１２月１１日 東京都、２０２１年 １月１４日 神奈川県

・未締結都道府県を訪問し、協議を行った。

２０２０年 ９月１８日 宮城県･仙台市、２０２０年１０月 ５日 埼玉県

２０２０年１０月２７日 大分県、２０２０年１２月２４日 兵庫県

２０２１年 ２月 ５日 北海道、２０２１年 ２月２６日 神戸市

２０２１年 ３月 ４月 宮城県

・岐阜県の応急仮設住宅建設訓練において、引き続き検証を行った。

・神奈川県事前対策検討業務として、仮設住宅建設予定地の現地調査及び配置計画

図の作成を行った。

・神奈川県災害救助に係る連絡会議に参加した。

・熊本県令和２年７月豪雨災害において、熊本県と被害状況確認及び応急住宅建設

の打合せを行った。また、人吉市球磨村の応急住宅建設現場を視察した。

・全木協を訪問し、応急住宅についての意見交換を行った。

 

○○総総務務・・企企画画

①新型コロナウイルス感染防止対応

・新型コロナの感染対策のうえ、定時総会の参加人数を最小限に絞って開催した。

・職員の感染防止のため、就業規程の一部改正及び在宅勤務規程を制定し、フレック

スタイム、在宅勤務態勢を積極的に導入した。

②新型コロナウイルス感染拡大に伴う会費減免措置等

・理事会の承認を得て、資金繰り等で経営の厳しい会員３５社に対し、下表のとおり

会費減免措置を講じた。

・社労士事務所に委託して「雇用調整助成金の解説」を作成し、ＨＰ公開（会員限定）

した。また、同事務所と短期顧問契約を締結し、会員限定の無料相談を実施した。

会会費費減減免免措措置置のの運運用用状状況況 令和3年3月31日現在

種別 １種A １種B １種C １種計 ２種A ２種B ２種計 ３種 合計

申請

承認

減収額 （千円）
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そそのの他他のの主主要要業業務務

①地方の会員に対する支援強化を含めた活性化と地域貢献

林野庁「国産材の安定供給体制の構築に向けた需給情報連絡協議会」（注）の地区別需

給情報連絡協議会に各支部より委員参加し、令和２年度は各地区２回開催。

・北海道地区：札幌市⇒北海道支部

・東北地区：盛岡市⇒東北支部

・関東地区：東京⇒本部（資材・流通委員長を登録）

・中部地区：名古屋市⇒中部支部

・近畿中国地区：大阪市⇒近畿支部

・四国地区：高知市⇒四国支部

・九州地区：熊本市⇒九州支部

（注）「国産材の安定供給体制の構築に向けた需給情報連絡協議会」

国産材の安定供給体制の構築を図るため、川上から川下の間の情報共有が重要との認識の

下、関係者による協議会を設置。中央協議会の他、地区別協議会があり、森林管理局所在地

又は事務局所在地等で開催。令和２年５月に協議会設置要領を改正し、地区別協議会の構

成員の中に「建設事業者」として木住協及びＪＢＮの会員を位置づけた。

②中国支部設立の準備を再開

・１０月１９日広島市の支部事務局候補を訪問

③中大規模木造建築物

・ 実行委員会が下記のとおり４回開催された。

回 開催日 場所 議 題

１ 年 月 日 （一財）日本建築
センター

１．大会名称及び大会テーマの決定
２．予算計画案等の決定
３．プログラム検討素案の提示
４．レセプション案の提示 等

２ 年 月 日 （一財）日本建築
センター

１．キャッチフレーズ、ロゴマークの
決定

２．レセプション会場の選定
３．スポンサーシップ・展示会、募集

要領（案）の提示
４．予算計画
５．テクニカルツアー案の選定 等

３ 年 月 日 （一財）日本建築
センター

１．レセプション会場の選定
２．プログラム等の進捗
３．テクニカルツアーについて
４．予算計画 等

４ 年 月 日 （一財）日本建築
センター

１．開催に係る方針について
２．予算計画について
３．大会概要パンフレットについて

・木住協ＨＰへのバナー掲載、メルマガ発信により周知を開始し、機関誌「木芽」

新春号に の最新情報、及び「グループ登録枠による参加登

録料大幅割引」の木住協会員向け予告案内を掲載した。

・自由民主党「森林を活かす都市の木造化推進議員連盟」総会に出席し、団体ヒア

リング（ ）の機会に「都市における中大規模木造建築物の普及に向けたＪＡ

Ｓ認証材供給体制の整備等」の資料を配布し、木住協より要望事項を説明した。
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・木住協ＨＰ「キッズコーナー」に旧３コンテンツ（「地球にとってもやさしい木の

家」「木の家は森を生かす」「木造住宅の日」）を再編し、ホームページ内キッズサ

イトに掲載するための「木ッズの森」を制作した。

・環境行動計画の改定に向けて、参照資料の保管、用語集の作成等の準備作業に着手。

④リフォーム支援制度見直しを含む既存住宅関連業務の再構築

・「特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程（平成２９年国土交通省告示第

１０１３号）」に基づき、安心に関する一定の要件を満たす旨の標章（マーク）を

使用することのできる住宅（安心Ｒ住宅）の標章を付与する事業者団体として、

木住協が令和２年１０月１８日付け第１２号で国土交通大臣の登録を受け、リフ

ォームの基準及び標章の使用について事業者が守るべきルールを設定し、団体の

構成員である事業者を指導･監督することとなった。そのため、研修テキストを作

成し、会員企業への研修等による運用準備を完了した。

○○支支部部活活動動

（（１１））北北海海道道支支部部

・ ８月１７日 幹事会を札幌市のニューオータニイン札幌で開催

・ １月３１日 書面による幹事会を開催

・ ２月 ５日 北海道庁にて、応急仮設住宅協定締結に向けた打合せを再開

・ ３月 １日 書面支部総会を開催

（（２２））東東北北支支部部

・ ６月３０日 木造建築物見学会 国指定重要文化財 立石寺～登録有形文化財

能登谷 ※コロナ禍の為、少人数４名開催。

・ ９月１７日 木造建築物構造現場見学会、意見交換会 シェルター 髙惣ビル

参加者１０人 本部 三川参事、髙橋部長、森部長、藤田氏

・ ３月 ４日 木造建築物完成見学会 シェルター 髙惣ビル 、意見交換会開催

参加者１１人 本部 髙橋部長、高木部長

・ ３月２９日 書面支部総会を実施

（（３３））神神奈奈川川支支部部

・１０月１４日 令和２年度応急仮設住宅建設にかかる事前準備業務委託を横浜市

と締結（２か所）

・１０月２３日 令和２年度建設型応急住宅の供給に係る事前打ち合わせを神奈川

県と実施（３名参加）

・１０月３０日 令和２年度応急仮設住宅建設にかかる事前準備業務委託について

横浜市と打ち合わせを実施（３名参加）

・１１月１２日 横浜市と候補地２か所の事前調査を現地で実施（４名参加）。

・１１月２７日 令和２年度建設型応急住宅の供給に係る事前対策検討業務委託

（湘南地域）を神奈川県と締結（１か所）。

・１２月１４日 神川県及び地元市町村と候補地１か所の事前調査を現地で実施

（４名参加）。

・ １月１４日 神奈川県及び地元市町村と意見交換会実施（ＺＯＯＭで４名参加）

・ ３月２５日 神奈川県と令和２年度災害救助に係る連絡会議に参加予定（３名

参加）

・ ３月 書面支部総会を実施
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（（４４））北北陸陸支支部部  
・７月１０日 本部青木研修部長による新入社員のための研修を石友ホームにて実

施

・９月１８日 北陸支部事務局にて作文コンクール選定作業及び報告

・３月２２日 書面幹事会を実施

・３月２５日 書面支部総会を実施

（（５５））静静岡岡支支部部  
・４月２４日、５月２９日、３月９日 静岡県住宅振興協会理事会へ参加（静岡県庁）

・８月４日、１１月１３日 静岡県耐震化協会幹事会へ参加

・３月２９日 静岡県耐震化協会総会へ参加（建築士事務所協会）

・４月２８日 ふじの国支援センター理事会へ参加（まちづくりセンター）

・６月９日、８月７日、１０月２２日、３月１５日～１９日 大工研修会へ参加（ポ

リテクセンター）

・７月１７日 静岡大工建築業協同組合への講師依頼及び、支部との打合せ（５名

参加）

・１０月１０日、１１日 県内一斉現場見学会実施（１５社参加）

・２月２０日、２１日 県内一斉現場見学会実施

・６月９日 大工育成事業の説明会・ポリテクセンター下見（６名参加）

・１２月４日 応急仮設協会応急仮設訓練に参加

・３月 書面支部総会を実施

 
（（６６））中中部部支支部部

・４月６日から延べ幹事会を６回、運営委員会を３回開催

・３月１８日 書面支部総会を実施

（（７７））近近畿畿支支部部

・８月２１日、１０月２８日、３月１２日に幹事・運営委員の合同会議を開催（そ

の他の日程は新型コロナウイルス感染予防の為中止）

・４回の業務・広報委員会はすべて新型コロナウイルス感染予防の為、開催を中止

・６月中旬から下旬に、事務局より「第２３回作文コンクール」の応募のお願いを

近畿支部会員各社へ社員・業者さん等に応募依頼文書等の発送

・５月１２日予定の商品技術勉強会の研修見学も「コロナ感染予防」の為中止

・１０月２８日～２９日 幹事会・運営委員会の研修見学会として岐阜県岐阜市の

「実験応急仮設住宅」「川原町の町並み」「木造屋形船建築過程見学」等の研修見

学会を実施（参加者１７名）

・４月２３日「民法改正セミナー」は「新型コロナウイルス感染予防」の為、開催

を中止。

・９月８日 資材技術委員会主催、伝統的建築物の研修見学として、「住友有芳園」

「泉屋博古館」等の研修見学会を新型コロナウイルス感染防止の為、中止

・９月２５日 澤田支部長及び業務広報委員が「第２３回作文コンクール」の近畿

支部ブロック賞の審査を行い２作品が決定（参加者１１名）

・１０月８日 「木造住宅の日」記念研修見学会として、西脇市の「旧九鬼家住宅資

料館」「コヤノ美術西脇館」等の研修見学会を新型コロナウイルス感染予防の為、

中止
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・４月１３日、６月８日、８月２４日、１１月９日、１月１８日に（一財）大阪建

築防災センターに「耐震診断相談員」として各回１名を派遣

・近畿支部の定時支部総会は、＜書面総会＞として開催。会員の皆様に提案事項を

送信、同意の返信依頼し、会員の半数以上の同意を得たので、議事録を作成、会

員各社に報告。

（（８８））四四国国支支部部

・９月２９日（火）高知県庁訪問

（高知県土木部住宅課）川﨑課長、大原課長補佐、堂本チーフ、小松主幹、（木住

協）三川技術統括参事、髙木特命担当、四国支部栗原支部長、竹内支部事務局長

木住協の応急仮設住宅供給マニュアルの説明、県からは南海トラフ地震等による

災害対応ロードマップについての説明があった。

・３月 書面支部総会を実施

（（９９））九九州州支支部部

・ ９月２８日 作文コンクール選考会

・１２月１１日 九州支部幹事会・運営委員会及び懇親会を開催（参加者１９名）

・１月 大分県、宮崎県、鹿児島県との応急仮設住宅の災害協定締結に向

けての訪問が確定していたが、新型コロナウイルス感染防止のた

め延期

・ ３月１１日 書面支部総会を実施
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